
特定個人情報取扱規程

第 1章 総則

(目  的 )
第 1条 本規程は、社会福祉法人博寿会 (以下「当法人」という)が個人番号及び特定

個人情報 (以下 「特定個人情報等」という。)の 適正な取扱いを確保するために

必要な事項を定めることを目的とする。

(定  義 )
第 2条 本規程で掲げる用語の定義は、次のとおりとする。

(1)「 個人情報」とは、個人情報保護法 (以下「保護法」という。)第 2条第 1項 に

規定する個人情報であつて、生存する個人に関する情報であり、当該情報に

含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することが

できるもの (他 の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人

を識別することができることとなるものを含む。)を いう。

(2)「個人番号」とは、番号法第 7条第 1項又は第 2項の規定により、住民票

コー ドを変換 して得 られる番号であつて、当該住民票コー ドが記載された

住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。

(3)「特定個人情報」とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいう。

(4)「特定個人情報等」とは、個人番号及び特定個人情報を併せたものをいう。

(5)「個人情報ファイル」とは、個人情報を含む情報の集合物であつて、特定の

個人情報について電子計算機を用いて検索することができるように体系的に

構成 したもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように

体系的に構成 したものをいう。

(6) 「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報
ファイルをいう。

(7) 「保有個人情報」とは、個人情報取扱事業者 (本項第 12号 )が、開示、内容
の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第二者への提供の停止を行 う

ことのできる権限を有する特定個人情報であつて、その存否が明らか

になる    ことにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報保護法

施行令で   定めるもの又は 6か 月以内に消去することとなるもの以外のものを
いう。

(8) 「個人番号利用事務」 とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他

の行政事務を処理する者が番号法第 9条第 1項又は第 2項 の規定によりその

保有する特定個人情報 ファイルにおいて個人情報を効率的に検索 し、及び

管理するために必要な限度で個人番号を利用 して処理する事務をいう。

「個人番号関係事務」とは、番号法第 9条 第 3項の規定により個人番号利用
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(当 法人が個人番号を取扱う事務の範囲)

第 5条 当法人が個人番号を取扱う事務の範囲は以下のとおりとする。

(1)従業者に係る個人番号関係事務

① 雇用保険届出事務

② 健康保険・厚生年金保険届出事務

③ 労災保険届出事務

④ 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務

(2)従業者の配偶者に係る個人番号関係事務

① 国民年金第 3号被保険者に関する届出事務

(3)前各号以外の個人に係る個人番号関係事務

① 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書作成事務

② 不動産取引に関する支払調書作成事務

(当 法人が取扱 う特定個人情報等の範囲 )

第 6条 前条において当法人が個人番号を取扱 う事務において使用される個人番号及び個

人番号 と関連付けて管理される特定個人情報は以下のとおりとする。

(1)前条各号に規定する個人から、番号法第 16条 に基づく本人確認の措置を

実施する際に提示を受けた本人確認書類 (個人番号カー ド、通知カー ド及び

身元確認書類等)及 びこれらの写 し。

(2)当 法人が行政機関等に提出するために作成 した届出書類及びこれらの控え。

(3)当 法人が法定調書を作成する上で前条各号に規定する個人から受領する

個人番号が記載された申告書等。

(4)そ の他個人番号と関連づけて保存される情報 (電子データを含む )。

2 前項各号に該当するか否かが定かでない場合は、特定個人情報管理責任者が

判断する。

第 2章  方針の周知

(特定個人情報保護基本方針の制定 )

第 7条  当法人は、次の事項を含む特定個人情報等の保護に関する方針を定め、これを

従業者に周知するものとする。また、特定個人情報等の保護に関する方針は、

一般に公示する措置を講 じる。

(1)当 法人の名称

(2)番号法関連法令・ガイ ドラインの連守

(3)安全管理措置に関する事項

(4)質問及び苦情対応の窓口

第 3章  組織体制
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(7)特定個人情報の安全管理に関する教育・研修を実施すること

(8)そ の他当法人における特定個人情報の安全管理に関する事項について

特定個人保護管理者の補佐をすること

(事務取扱担当者の責務 )

第 11条  事務取扱担当者は、特定個人情報の「取得」、「保管」、「利用」、「提供」、「開示、

訂正、利用停止」、「廃棄」又は委託処理等特定個人情報を取扱 う業務に従事

する際、番号法及び保護法並びにその他の関連法令、特定個人情報の適正な

取扱いに関するガイ ドライン(事業者編)(以下 「ガイ ドライン事業者編」とい

う。)、 本規程及びその他の法人規程並びに事務取扱責任者の指示 した事項に

従い、特定個人情報の保護に十分な注意を払つてその業務を行 うものとする。

事務取扱担当者は、特定個人情報の漏えい等番号法若 しくは保護法又は

その他の関連法令、ガイ ドライン事業者編、本規程又はその他の法人規程に

違反 している事実又は兆候を把握 した場合、速やかに事務取扱責任者に

報告するものとする。

各部門において個人番号が記載された書類等を受領する事務取扱担当者は、

別に定める事務マニュアルに基づき個人番号の確認等の必要な事務を行つた

後は速やかに当該書類を受け渡すこととし、自己の手元に個人番号を転記 した

もの等を残 してはならないものとする。

(内 部監査責任者 )

第 12条  内部監査責任者は、理事長が任命 し、当法人内の特定個人情報等を取 り扱 う

業務において、関係法令、本規程等が連守され、適法かつ適正に取 り扱われて

いるかについて、定期的に監査を行い、その結果を理事長及び管理責任者に

報告する。

内部監査責任者は、必要な場合には特定個人情報の取扱いに関する監査に

必要な事務を行 うため内部監査担当者を選任することができる。

(情報漏えい事故等への対応 )

第 13条  管理責任者は、特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損による事故 (以下
「漏えい事案等」という。)が発生 したことを知った場合又はその可能性が高いと

判断 した場合は、本規程に基づき、適切に対処するものとする。

2 管理責任者は、理事長及び事務取扱責任者と連携 して漏えい事案等に対応する。

(情報漏えい事故等の公表 )

第 14条 管理責任者は、漏えい事案等が発生 したと判断 した場合は、その旨及び調査
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(6)特定個人情報ファイルを取 り扱 う情報システムを設置する「管理区域」

の場所

(7)特定個人情報等を取 り扱う事務を実施する「取扱区域」の場所

第 5章 特定個人情報等の取得

(特定個人情報等の適正な取得 )

第 18条  当法人は特定個人情報等の取得を適法かつ公正な手段によって行 うものとする。

(特定個人情報等の利用目的)  、
第 19条  当法人が、従業者又は第二者から取得する特定個人情報等の利用目的は、

第 5条 に掲げた個人番号を取り扱 う事務の範囲内とする。

(特定個人情報等の取得時の利用目的の通知等 )

第 20条  当法人は、特定個人情報等を取得 した場合は、あらか じめその利用目的を
公表 している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知 し、又は

公表 しなければならない。

前項の場合において、「通知」の方法については、原則として書面 (電子的方式、

磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られた記録を電子機器等で表示する場合を含む。以下同 じ。)に よることとし、

「公表」の方法については、法人の主たる事務所の掲示版への書面の掲示・

備付け、インターネッ ト上のホームページ等での公表等適切な方法によるもの

とする。

当法人の従業者から特定個人情報を取得する場合には、社内 LANに おける通知、

利用目的を記載 した書類の提示、就業規則への明記等の方法を用いる。

法人は、利用目的の変更を要する場合、当初の利用目的と相当の関連性を有

すると合理的に認められる範囲内で利用目的を変更 して、本人への通知、

公表又は明示を行 うことにより、変更後の利用目的の範囲内で特定個人情報を

利用することができる。

5 前各項の規定は、次に掲げる場合については、適用 しない。
(1)利 用目的を本人に通知 し、又は公表することにより本人又は第二者の生命、

身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

(2)利 用目的を本人に通知 し、又は公表することにより法人の権利又は正当な

利益を害するおそれがある場合

(3)国 の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対 して協力

する必要がある場合であつて、利用目的を本人に通知 し、又は公表すること
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第 7章  特定個人情報の保管

(特定個人情報等の正確性の確保 )

第 28条  事務取扱担当者は、特定個人情報等を第 19条 に掲げる利用目的の範囲におい

て、  正確かつ最新の状態で管理するよう努めるものとする。

(保有個人情報に関する事項の公表等 )

第 29条  当法人は、保護法第 23条 に基づき、特定個人情報等に係る保有個人情報に

関する事項を本人の知 り得る状態に置 くものとする。

(特定個人情報等の保管制限 )

第 30条  当法人は、第 5条 に掲げる事務の範囲を超えて、特定個人情報等を保管 しては

ならない。

当法人は、所管法令で定められた個人番号を記載する書類等の保存期間を経過

するまでの間は、雇用保険資格取得届作成等の個人番号関係事務を行 うために

必要があると認められるため、当該書類だけでなく、届出書類を作成する

システム内においても保管することができる。

当法人は、番号法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認

書類 (個人番号カー ド、通知カー ド及び身元確認書類等)の写 し、当法人が

行政機関等に提出する申告書の控え及び当該申告書を作成する上で事業者が

受領する個人番号が記載された申告書等を特定個人情報等として保管する

ものとする。

前項の書類については、法定調書の再作成を行 うなど個人番号関係事務の

一環 として利用する必要があると認められるため、関連する所管法令で

定められた個人番号を記載する書類等の保存期間を経過するまでの間保存する

ことができるものとする。

第 8章  特定個人情報等の提供

(特定個人情報の提供 )

第 31条  法人は、以下の各号に該当する場合を除き、特定個人情報等を第二者に提供 し

ないものとする (第二者への提供とは、法的な人格を超える特定個人情

報等の    移動を意味 し、同一法人の内部における特定個人情報等の移動は該当し

ない。)。     なお、本人による事前の同意があつても、第二者への提供を行わないも
のと

する。

(1)第 5条 に掲げる事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供
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(1)特定個人情報等を取扱う機器、電子媒体又は書類等については、

施錠できるキャビネッ ト・書庫等に保管する。

(2)特定個人情報 ファイルを取扱 う情報システムは、セキュリティワイヤー等

により固定する。

(電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止 )

第 35条  当法人は特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等の持出 しは、次に

掲 |ザ る場合を除き禁止する。なお、「持出 し」とは、特定個人情報等を管理

区域又は取扱区域の外へ移動させることをいい、法人内での移動等 も持出しに

該当するものとする。

(1)個 人番号関係事務に係る第 4節により当事務所が監督する外部委託先に、

委託事務を実施する上で必要 と認められる範囲内でデータを提供する

場合

(2)行政機関等への届出書類の提出等、当法人が実施する個人番号関係

事務に関 して個人番号利用事務実施者に対 し書類を提出する場合

2 前項により特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等の持出しを行う

場合には、以下の安全策を講 じるものとする。ただし、行政機関等に法定調書

等をデータで提出するに当たつては、行政機関等が指定する提出方法に従うも

のとする。

(1)特定個人情報等が記録された電子媒体を安全に持ち出す方法

① 持出しデータの暗号化
② 持出しデータのパスワー ドによる保護
③ 施錠できる搬送容器の使用
④ 郵送の場合は簡易書留等の追跡可能な移送手段を利用する

(2)特定個人情報等が記載された書類等を安全に持ち出す方法

① 封繊又は日隠しシールの貼付

(記録媒体等の廃棄 ・削除 )

第 36条 特定個人情報等の廃棄・削除段階における記録媒体等の管理は次のとおりとす

る。

(1)事務取扱担当者は、特定個人情報等が記録された書類等を廃棄する場合、

シュレッダー等による記載内容が復元不能までの裁断、自法人又は外部の

焼却場での焼却 ・溶解等の復元不可能な手段を用いるものとする。

(2)事務取扱担当者は、特定個人情報等が記録された機器及び電子媒体等を

廃棄する場合、専用データ削除ソフ トウエアの利用又は物理的な破壊等に

より、復元不可能な手段を用いるものとする。

(3)事務取扱担当者は、特定個人情報ファイル中の個人番号又は一部の特定
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(4)機器やソフ トウェア等に標準装備されている自動更新機能等の活用により、

ソフ トウェア等を最新状態とする方法

(5)ロ グ等の分析を定期的に行い、不正アクセス等を検知する方法

(情報漏えい等の防止 )

第 40条  当法人は、特定個人情報等を原則としてインターネッ ト等により外部に送信 し

ないものとする。やむを得ずこれを行 う場合、次に掲げる方法により通信経路

における情報漏えい等及び情報システムに保存 されている特定個人情報等の情

報漏えい等を防止するものとする。

(1)通信経路における情報漏えい等の防止策

通信経路の暗号化

(2)情報システムに保存されている特定個人情報等の情報漏えい等の防止策

データの暗号化又はパスワー ドによる保護

第 3節  従業者の監督

(従業者の監督 )

第 41条  当法人は、従業者が特定個人情報等を取 り扱 うに当たり、必要かつ適切な

監督を行 う。

第 4負何 委託先の監督

(委託先の監督 )

第 42条  当法人は、個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部の委託を

する場合には、当法人自らが果たすべき安全管理措置 と同等の措置が委託先に

おいて適切に講 じられるよう、必要かつ適切な監督を行 うものとする。

2 前項の「必要かつ適切な監督」には次に掲 |ず る事項が含まれる。
(1)委託先の適切な選定

(2)委託先に安全管理措置を連守させるために必要な契約の締結

(3)委託先における特定個人情報等の取扱状況の把握

3 前項第 1号の「委託先の適切な選定」としては、次に掲げる事項について

特定個人情報等の保護に関 して当法人が定める水準を満たしているかに

ついて、あらか じめ確認する。

(1)設備

(2)技術水準

(3)従業者に対する監督・教育の状況

(4)経営環境状況

(5)特定個人情報の安全管理の状況 (「個人番号を取 り扱う事務の範囲の
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6 当法人は、委託先において情報漏えい事故等が発生 した場合に、適切な対応
がなされ、速やかに当事務所に報告 される体制になっていることを確認する

ものとする。

(再委託 )

第 43条 委託先は、当法人の許諾を得た場合に限 り、委託を受けた個人番号関係事務

又は個人番号利用事務の全部又は一部 を再委託することができるものとする。

再委託先が更に再委託する場合も同様とする。

当法人は、再委託先の適否の判断のみならず、委託先が再委託先に対 しても必

要かつ適切な監督を行つているか否かについても監督する。

当法人は、委託先が再委託をする場合、当該再委託契約の内容として、前条第

4項 と同等の規定等を盛 り込ませるものとする。

第 11章  特定個人情報の開示、訂正等、利用停止等

(特定個人情報等の開示 )

第 44条  当法人は、本人から当該本人が識別される特定個人情報等に係る保有個人情報
について開示を求められた場合は、次条に規定する手続き及び方法により、

遅滞なく、当該情報の情報主体であることを厳格に確認 した上で、当該本人が

開示を求めてきた範囲内でこれに応ずるものとする。

当法人は、次の事由に該当する場合には、当該開示請求の全部又は一部を不開

示とすることができ、その場合には請求者に対 してその旨及び理由 (根拠と

した個人情報保護法の条文及び判断の基準 となる事実 )を説明することとする。

(1)本 人又は第二者の生命、身体及び財産その他の権利利益を害する
おそれがある場合

(2)当 法人の業務の適正な実施に著 しい支障を及ぼすおそれがある場合

(3)他 の法令に違反することとなる場合

(保有個人情報の開示請求処理手順 )

第 45条  前条に基づき本人又はその代理人 (未成年者若 しくは成年被後見人の法定

代理人、又は本人が委任 した任意代理人並びに親権者をいう。以下同 じ。)か ら

当該本人が識別 される特定個人情報等に係る保有個人情報について開示請求を

受けた場合は、次の手順で応ずることとする。

(1)受 付時に次に掲げる事項を確認する
a 所定の様式の書面 (請求者の氏名、住所、電話番号、請求年月日、

2

3

2
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該請求者に対 して判断の根拠及び根拠となる事実を示 し、その理由について

も説明をすることとする。

特定個人情報等に係る保有個人情報の訂正等は、次に掲げる各号に従つて

行なわなければならない。

(1)管理責任者は、当該保有個人情報を取扱う事務取扱担当者を特定 し、

その者以外の者に訂正等の作業を行わせてはならない。

(2)事務取扱担当者は、訂正等の作業を事務取扱責任者の指示に従つて行い、

事務取扱責任者が作業結果を確認する。

(3)管理責任者は、更新理由、訂正等の申請者、訂正等の日付、管理責任者、

事務取扱担当者及び訂正等の内容を記録 し1年間保管する。

(保有個人情報の利用停止等 )

第 48条  当法人は、本人から、当該本人が識別される保有個人情報が、保護法第 16条の

規定に違反 して取得されているという理由、同法第 17条 の規定に違反 して取 り

扱われたものであるという理由又は番号法第 19条の規定に違反 して第二者に

提供されているという理由によつて、当該保有個人情報の利用の停止、消去又

は第二者への提供の停止 (以下、本条において「利用停止等」という。)を

求められた場合であつて、利用停止等に理由があることが判明 したときは、

違反を是正するために必要な限度で、遅滞な く、当該特定個人情報等の利用

停止等を行わなければならない。但 し、利用停止等を行 うことに多額の費用 を

要する場合その他の利用停止等を行 うことが困難な場合であつて、当該本人の

権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限 り

ではない。

前項の規定に基づき求められた利用停止等の全部又は一部を行つたとき

若 しくは行わない旨の決定をしたときは、本人に対 し、遅滞なく、その旨

(当 該本人から求められた措置 と異なる措置を行 う場合にはその措置内容を

含む。)を 通知 しなければならない。なお、利用停止等を行わない場合又は

本人の求めと異なる措置をとる場合は、その判断の根拠及びその根拠となる

事実を示 し、その理由を説明することとする。

(開示等を求める手続及び手数料 )

第 49条  当法人は、特定個人情報等に関 して、保護法第 29条 第 1項の開示等の求めを

受け付ける方法を定めた場合には、「イ固人情報保護基本方針」と一体として

主たる事務所の窓口等での掲示 ・備付け等を行 うこととする。

開示等の求めをする者が本人又は代理人であることの確認の方法を定めるに

当たつては、十分かつ適切な確認手続とするよう留意する。

保護法第 30条 に従い、手数料を徴収する場合には、同様の内容の開示等手続の

2

2

2

3
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Ⅲ

ガイ ドライン等の変更及び技術動向の変化等に応 じて、定期的にこの規程を

見直 し、評議員会・理事会の承認を得た上で、必要に応 じてこの規程を適宜

改定するものとする。

附  則
本規程は、平成 27年 12月 22日 より実施する。
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特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針

社会福祉法人 博寿会

当法人は、特定個人情報等の適正な取扱いの確保について組織として取り

組むため本基本方針を定めます。

1 事業者の名称

社会福祉法人 博寿会

2 関係法令・ガイ ドライン等の遵守

当法人は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律 及び、「個人情報の保護に関する法律」並びに「特定

個人情報の適正な取扱いに関するガイ ドライン (事業者編 )」 を遵守

して、特定イ国人情報の適正な取扱いを行います。

3 安全管理措置に関する事項

当法人は、特定イ回人情報の安全管理措置に関して、別途「特定個人情報

取扱規程」を定めています。

4 ご質問等の窓口

当法人における特定個人情報の取扱いに関するご
｀
質問や苦情に関して

は下記の窓口にご
Ⅲ
連絡ください。

【法人名】 社会福祉法人 博寿会

【窓国の部署】 事務部  鈴木 重美

【TEL/Eメールアドレス】 04(2990)2580

asukanonosato@mbninifty.com


